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議案第１７号 

   世田谷区手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和５年２月２０日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 予防接種に関する証明に係る手数料の計算方法を変更するとともに、建築

基準法の改正に伴い、省エネルギー、再生可能エネルギー利用等を目的とした特例

の許可及び認定に係る制度を拡充し、併せて都市の低炭素化の促進に関する法律施

行規則等の改正に伴い、住戸ごとの評価区分を廃止し、及び住宅誘導仕様基準の区

分に関する規定を追加する必要があるので、本案を提出する。 
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   世田谷区手数料条例の一部を改正する条例 

 世田谷区手数料条例（平成１２年３月世田谷区条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第３項第４号を次のように改める。 

 ⑷ 証明については、１通につき、同一人に係る同一事項ごとに１件とする。この

場合において、区税に関する証明にあっては１税目、土地又は建物に関する証明

にあっては１筆又は１棟をそれぞれ１事項として件数を計算するものとする。 

 第３条第３項に次の１号を加える。 

 ⑸ 前号の規定にかかわらず、本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する

証明（区税に関するものを除く。）については、その人数にかかわらず１通につ

き１件とする。 

 別表第１の１０２の項の次に次のように加える。 

１０２

の２ 

建築基準法第５２条第６項第３号

の規定に基づく建築物の容積率に

関する特例の認定の申請に対する

審査 

建築物の容積率の特例

認定申請手数料 

２８，０００円 認定申請

のとき。 

 

 

別表第１の１０６の項の次に次の１項を加える。 

１０６

の２ 

建築基準法第５５条第３項の規定

に基づく建築物の高さに関する特

例の許可の申請に対する審査 

建築物の高さの特例許

可申請手数料 

１６０，０００円 許可申請

のとき。 

 

 

別表第１の１０７の項中「第５５条第３項各号」を「第５５条第４項各号」に改め、 

同表の１０９の２の項中「第５８条の規定による」を「第５８条第１項の規定により」 

に改め、同表の１０９の３の項中「第５８条の規定による」を「第５８条第１項の規

定により」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

１０９

の４ 

建築基準法第５８条第２項の規定

に基づく建築物の高さに関する特

例の許可の申請に対する審査 

高度地区における建築

物の高さの特例許可申

請手数料 

１６０，０００円 許可申請

のとき。 

 

 

別表第１の１２１の項及び１２２の２の項中「に建築される」を「において建築等

をする」に改め、同表の１２３の項中「建築の」を「新築又は一敷地内認定建築物の

増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替（位置又は構造の変更を伴

うものに限る。）（次項において「増築等」という。）の」に、「一敷地内認定建築

物以外の建築物の建築認定申請手数料」を「公告対象区域内の建築物の新築又は増築

等の認定申請手数料」に改め、「（一敷地内認定建築物を除く。以下この項において
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同じ。）」を削り、同表の１２３の２の項中「又は一敷地内許可建築物以外の建築物

の建築に関する特例の」を「若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一

敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等に関する特例の」に、「一敷

地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建築に関する特例許可申請手

数料」を「公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料」

に改め、「（一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を除く。以下この項におい

て同じ。）」を削る。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２条関係） 

事務 名称及び額 徴収時期 

第１

都

市

の

低

炭

素

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

２

４

年

法

律

第

８

４

号）

第

５

４

条

第

１

項

の

規 

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、次の１及び２に掲げる区分に応じ 

て、次に掲げる額（申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２ 

項の規定に基づく申出があった場合においては、１の建築物について別表第１の９ 

５の２の項に掲げる額（申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含ま 

れる場合においては当該部分ごとに同表の８２の２の項に掲げる額の手数料を、建 

築基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該 

昇降機１基について同表の９５の４の項又は９５の５の項に掲げる額の手数料を加 

えた額）の手数料を加えた額） 

認定申請

のとき。 

１ 申請

に併せ

て区長

が指定

する者

（以下

「適合

性確認

機関」 

という。） 

が作成 

した都 

市の低 

炭素化 

の促進 

に関す 

る法律 

第５４ 

条第１ 

項各号 

に掲げ 

る基準 

に適合 

してい 

ること 

を示す 

書類が 

提出さ 

⑴ 一戸建て住宅（人の居住以外の用途に供する部

分を有しないものに限る。以下同じ。） 

４，７００円 

⑵ 共同

住宅等

（共同

住宅、

長屋そ

の他一

戸建て

住宅以

外の住

宅をい

う。以 

下同じ。） 

イ 住戸の部

分（人の居

住の用途に

供する部分

に限る。以

下同じ。） 

建築物の総戸数が１戸の

もの 

４，７００円 

建築物の総戸数が２戸以

上５戸以下のもの 

９，４００円 

建築物の総戸数が６戸以

上１０戸以下のもの 

１６，０００円 

建築物の総戸数が１１戸

以上２５戸以下のもの 

２７，０００円 

建築物の総戸数が２６戸

以上５０戸以下のもの 

４５，０００円 

建築物の総戸数が５１戸

以上１００戸以下のもの 

８２，０００円 

建築物の総戸数が１０１

戸以上２００戸以下のも

の 

１３１，０００円 

建築物の総戸数が２０１

戸以上３００戸以下のも

の 

１７０，０００円 
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定 

に 

基 

づ 

く 

低 

炭 

素 

建 

築 

物 

新 

築 

等 

計 

画 

の 

認 

定 

の 

申 

請 

に 

対 

す 

る 

審 

査 

れた場 

合 

建築物の総戸数が３０１

戸以上のもの 

１８５，０００円 

ロ 共用部分

（住宅の用

途に供する

共用廊下、

共用階段そ

の他共用部

分をいう。

以下同じ。） 

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

内のもの 

９，３００円 

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え１，０００平方メー

トル以内のもの 

１６，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方

メートル以内のもの 

２６，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

８０，０００円 

当該部分の床面積の合計

が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

１２６，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

１６０，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２５，０００平方メー

トルを超えるもの 

２００，０００円 

ハ 非住宅の

部分（住戸

の部分及び

共用部分以

外の部分を

いう。以下

同じ。） 

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

内のもの 

９，３００円 

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え１，０００平方メー

トル以内のもの 

１６，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方

メートル以内のもの 

２６，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

８０，０００円 

当該部分の床面積の合計

が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

１２６，０００円 
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当該部分の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

１６０，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２５，０００平方メー

トルを超えるもの 

２００，０００円 

⑶ ⑴及

び⑵以

外の建

築物 

建築物の延べ面積が３００平方メートル

以内のもの 

９，３００円 

建築物の延べ面積が３００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のも

の 

１６，０００円 

建築物の延べ面積が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以内

のもの 

２６，０００円 

建築物の延べ面積が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メートル以内

のもの 

８０，０００円 

建築物の延べ面積が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの 

１２６，０００円 

建築物の延べ面積が１０，０００平方メ

ートルを超え２５，０００平方メートル

以内のもの 

１６０，０００円 

建築物の延べ面積が２５，０００平方メ

ートルを超えるもの 

２００，０００円 

２ １以

外の場

合 

 

 

⑴ 一戸

建て住

宅 

誘導仕様基準（住宅部分の外壁、窓等を

通しての熱の損失の防止に関する誘導基

準及び一次エネルギー消費量に関する誘

導基準（令和４年国土交通省告示第１１

０６号）に規定する基準をいう。以下同

じ。）による場合 

２１，０００円 

誘導仕様基準以外による場合 ３５，０００円 

⑵ 共同

住宅等 

イ 

住

戸

の

部

分 

誘導仕

様基準

による

場合 

建築物の総戸数が１戸の

もの 

２１，０００円 

建築物の総戸数が２戸以

上５戸以下のもの 

３９，０００円 

建築物の総戸数が６戸以

上１０戸以下のもの 

５６，０００円 

建築物の総戸数が１１戸

以上２５戸以下のもの 

８０，０００円 

建築物の総戸数が２６戸

以上５０戸以下のもの 

１２０，０００円 
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建築物の総戸数が５１戸

以上１００戸以下のもの 

１８２，０００円 

建築物の総戸数が１０１

戸以上２００戸以下のも

の 

２６１，０００円 

建築物の総戸数が２０１

戸以上３００戸以下のも

の 

３４０，０００円 

建築物の総戸数が３０１

戸以上のもの 

３９０，０００円 

誘導仕

様基準

以外に

よる場

合 

建築物の総戸数が１戸の

もの 

３５，０００円 

建築物の総戸数が２戸以

上５戸以下のもの 

６９，０００円 

建築物の総戸数が６戸以

上１０戸以下のもの 

９７，０００円 

建築物の総戸数が１１戸

以上２５戸以下のもの 

１３７，０００円 

建築物の総戸数が２６戸

以上５０戸以下のもの 

１９７，０００円 

建築物の総戸数が５１戸

以上１００戸以下のもの 

２８３，０００円 

建築物の総戸数が１０１

戸以上２００戸以下のも

の 

３８５，０００円 

建築物の総戸数が２０１

戸以上３００戸以下のも

の 

５０８，０００円 

建築物の総戸数が３０１

戸以上のもの 

６００，０００円 

ロ 共用部分 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

内のもの 

１０９，０００円 

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え１，０００平方メー

トル以内のもの 

１３８，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方

メートル以内のもの 

１８０，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２，０００平方メート 

２８０，０００円 
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ルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

当該部分の床面積の合計

が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

３５９，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

４２９，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２５，０００平方メー

トルを超えるもの 

５００，０００円 

ハ 非住宅の

部分 

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

内のもの 

２４２，０００円  

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え１，０００平方メー

トル以内のもの 

３００，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方

メートル以内のもの 

３８４，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

５４６，０００円 

当該部分の床面積の合計

が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

６７０，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

７８９，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２５，０００平方メー

トルを超えるもの 

９００，０００円 

  
⑶ ⑴及

び⑵以

外の建

築物 

建築物の延べ面積が３００平方メートル

以内のもの 

２４２，０００円  

建築物の延べ面積が３００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のも

の 

３００，０００円 

建築物の延べ面積が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以内 

３８４，０００円 
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のもの 

建築物の延べ面積が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メートル以内

のもの 

５４６，０００円 

建築物の延べ面積が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの 

６７０，０００円 

建築物の延べ面積が１０，０００平方メ

ートルを超え２５，０００平方メートル

以内のもの 

７８９，０００円 

建築物の延べ面積が２５，０００平方メ

ートルを超えるもの 

９００，０００円 

第２

都

市

の

低

炭

素

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

第

５

５

条

第

１

項

の

規

定

に

基

づ

く

低

炭

素

建

築

物

新

築

等

計

画

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、次の１及び２に掲げる区分に 

応じて、次に掲げる額（申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条 

第２項において準用する同法第５４条第２項の規定に基づく申出があった場合にお 

いては、１の建築物について別表第１の９５の２の項に掲げる額（申請に係る計画 

に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表 

の８２の２の項に掲げる額の手数料を、建築基準法第８７条の４に規定する昇降機 

に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機１基について同表の９５の４の項 

又は９５の５の項に掲げる額の手数料を加えた額）の手数料を加えた額） 

変更認定

申請のと

き。 

１ 申請

に併せ

て適合

性確認

機関が

作成し

た都市

の低炭

素化の

促進に

関する

法律第

５４条

第１項

各号に

掲げる

基準に

適合し

ている

ことを

示す書

類が提

出され

た場合 

⑴ 一戸建て住宅 ３，３００円  

⑵ 共同

住宅等 

イ 住戸の部

分 

建築物の総戸数が１戸の

もの 

３，３００円  

建築物の総戸数が２戸以

上５戸以下のもの 

６，６００円 

建築物の総戸数が６戸以

上１０戸以下のもの 

１１，０００円 

建築物の総戸数が１１戸

以上２５戸以下のもの 

１９，０００円 

建築物の総戸数が２６戸

以上５０戸以下のもの 

３２，０００円 

建築物の総戸数が５１戸

以上１００戸以下のもの 

５８，０００円 

建築物の総戸数が１０１

戸以上２００戸以下のも

の 

９３，０００円 

建築物の総戸数が２０１

戸以上３００戸以下のも

の 

１２２，０００円 

建築物の総戸数が３０１

戸以上のもの 

１３４，０００円 

 
 ロ 共用部分 当該部分の床面積の合計 ６，５００円 
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の

変

更

の

認

定

の

申

請

に

対

す

る

審

査 

が３００平方メートル以

内のもの 
 

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え１，０００平方メー

トル以内のもの 

１１，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方

メートル以内のもの 

１８，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

５６，０００円 

当該部分の床面積の合計

が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

８８，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

１１２，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２５，０００平方メー

トルを超えるもの 

１４０，０００円 

  
 ハ 非住宅の

部分 

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

内のもの 

６，５００円  

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え１，０００平方メー

トル以内のもの 

１１，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方

メートル以内のもの 

１８，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

５６，０００円 

当該部分の床面積の合計

が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

８８，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００ 

１１２，０００円 
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平方メートル以内のもの 

当該部分の床面積の合計

が２５，０００平方メー

トルを超えるもの 

１４０，０００円 

  
⑶ ⑴及

び⑵以

外の建

築物 

建築物の延べ面積が３００平方メートル

以内のもの 

６，５００円  

建築物の延べ面積が３００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のも

の 

１１，０００円 

建築物の延べ面積が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以内

のもの 

１８，０００円 

建築物の延べ面積が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メートル以内

のもの 

５６，０００円 

建築物の延べ面積が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以

内のもの 

８８，０００円 

建築物の延べ面積が１０，０００平方メ

ートルを超え２５，０００平方メートル

以内のもの 

１１２，０００円 

建築物の延べ面積が２５，０００平方メ

ートルを超えるもの 

１４０，０００円 

 
２ １以

外の場

合 

⑴ 一戸

建て住

宅 

誘導仕様基準による場合 １５，０００円  

誘導仕様基準以外による場合 １８，０００円 

  
⑵ 共同

住宅等 

イ 

住

戸

の

部

分 

誘導仕

様基準

による

場合 

建築物の総戸数が１戸の

もの 

１５，０００円  

建築物の総戸数が２戸以

上５戸以下のもの 

２７，０００円 

建築物の総戸数が６戸以

上１０戸以下のもの 

４０，０００円 

建築物の総戸数が１１戸

以上２５戸以下のもの 

５６，０００円 

建築物の総戸数が２６戸

以上５０戸以下のもの 

８５，０００円 

建築物の総戸数が５１戸

以上１００戸以下のもの 

１２８，０００円 

建築物の総戸数が１０１

戸以上２００戸以下のも

の 

１８４，０００円 

建築物の総戸数が２０１ ２４１，０００円 
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戸以上３００戸以下のも

の 

建築物の総戸数が３０１

戸以上のもの 

２７８，０００円 

  
 誘導仕

様基準

以外に

よる場

合 

建築物の総戸数が１戸の

もの 

１８，０００円  

建築物の総戸数が２戸以

上５戸以下のもの 

３７，０００円 

建築物の総戸数が６戸以

上１０戸以下のもの 

５２，０００円 

建築物の総戸数が１１戸

以上２５戸以下のもの 

７４，０００円 

建築物の総戸数が２６戸

以上５０戸以下のもの 

１０８，０００円 

建築物の総戸数が５１戸

以上１００戸以下のもの 

１５９，０００円 

建築物の総戸数が１０１

戸以上２００戸以下のも

の 

２２１，０００円 

建築物の総戸数が２０１

戸以上３００戸以下のも

の 

２９１，０００円 

建築物の総戸数が３０１

戸以上のもの 

３４２，０００円 

   
ロ 共用部分 当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

内のもの 

５７，０００円  

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え１，０００平方メー

トル以内のもの 

７２，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方

メートル以内のもの 

９６，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

１５６，０００円 

当該部分の床面積の合計

が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

２０５，０００円 
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当該部分の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

２４７，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２５，０００平方メー

トルを超えるもの 

２９０，０００円 

   
ハ 非住宅の

部分 

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートル以

内のもの 

１２３，０００円  

当該部分の床面積の合計

が３００平方メートルを

超え１，０００平方メー

トル以内のもの 

１５４，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方

メートル以内のもの 

１９８，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方

メートル以内のもの 

２９０，０００円 

当該部分の床面積の合計

が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの 

３６１，０００円 

当該部分の床面積の合計

が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００

平方メートル以内のもの 

４２７，０００円 

当該部分の床面積の合計

が２５，０００平方メー

トルを超えるもの 

４９１，０００円 

  
⑶ ⑴及

び⑵以

外の建

築物 

建築物の延べ面積が３００平方メートル

以内のもの 

１２３，０００円  

建築物の延べ面積が３００平方メートル

を超え１，０００平方メートル以内のも

の 

１５４，０００円 

建築物の延べ面積が１，０００平方メー

トルを超え２，０００平方メートル以内

のもの 

１９８，０００円 

建築物の延べ面積が２，０００平方メー

トルを超え５，０００平方メートル以内

のもの 

２９０，０００円 

建築物の延べ面積が５，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル以 

３６１，０００円 
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内のもの 

建築物の延べ面積が１０，０００平方メ

ートルを超え２５，０００平方メートル

以内のもの 

４２７，０００円 

建築物の延べ面積が２５，０００平方メ

ートルを超えるもの 

４９１，０００円 

備考 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料について、共 

同住宅等の申請の場合の手数料の額は、住戸の部分の額に共用部分及び非住宅の部分の額を加算した額と 

する。ただし、共用部分又は非住宅の部分が存在しない場合は、当該部分の額は加算しない。 

別表第３第３の部及び第４の部を次のように改める。 

第３ 

建築

物省

エネ

法第

３５

条第

１項

の規

定に

基づ

く建

築物

エネ

ルギ

ー消

費性

能向

上計

画の

認定

の申

請に

対す

る審

査 

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、次の１及び２に掲げる 

区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて建築物省エネ法第３５条第２項の規定 

に基づく申出があった場合においては、１の建築物について別表第１の９５の２の 

項に掲げる額（申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合 

においては当該部分ごとに同表の８２の２の項に掲げる額の手数料を、建築基準法 

第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機１ 

基について同表の９５の４の項又は９５の５の項に掲げる額の手数料を加えた額） 

に相当する額を加えた額） 

認定申請

のとき。 

１ 申請

に併せ

て建築

物省エ

ネ法第

３５条

第１項

各号に

掲げる

基準に

適合し

ている

ことを

示す書

類とし

て区長

が定め

るもの

が提出

された

場合 

⑴ 一戸建て住宅 ５，１００円 

⑵ ⑴以

外の建

築物 

イ 住宅

部分（

建築物

省エネ

法第１

１条第

１項に

規定す

る住宅

部分を

いう。

以下同

じ。） 

当該住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満のもの 

  ９，７００円  

当該住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

 ２１，０００円  

当該住宅部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

４６，０００円  

当該住宅部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上の

もの 

８１，０００円  

ロ 非住

宅部分 

当該非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートル未満のも

の 

９，７００円  

当該非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの 

１６，７００円 

当該非住宅部分の床面積の合計

が１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

２７，１００円 

当該非住宅部分の床面積の合計

が２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

８０，４００円 
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当該非住宅部分の床面積の合計

が５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの 

１２８，０００円 

当該非住宅部分の床面積の合計

が１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの 

１６１，０００円 

当該非住宅部分の床面積の合計

が２５，０００平方メートル以

上のもの 

２０１，０００円 

 ２ １以

外の場

合 

⑴ 一戸

建て住

宅 

誘導仕様

基準によ

る場合 

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル未満の

もの 

２０，０００円  

 当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル以上の

もの 

２２，０００円 

  誘導仕様

基準以外

による場

合 

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル未満の

もの 

３４，４００円  

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル以上の

もの 

 ３８，４００円 

  ⑵ ⑴以

外の建

築物 

イ 住宅

部分 

誘導仕様

基準によ

る場合 

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル未満のも

の 

３８，０００円  

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル以上２，

０００平方メートル

未満のもの 

 ６６，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が２，００

０平方メートル以上

５，０００平方メー

トル未満のもの 

１１８，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が５，００

０平方メートル以上

のもの 

１７９，０００円 
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    誘導仕様

基準以外

による場

合 

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル未満のも

の 

 ６９，１００円  

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル以上２，

０００平方メートル

未満のもの 

１１６，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が２，００

０平方メートル以上

５，０００平方メー

トル未満のもの 

１９６，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が５，００

０平方メートル以上

のもの 

２８１，０００円 

   ロ 非住

宅部分 

モデル建

物法（一

次エネル

ギー消費

量の算出

に用いる

べき標準

的な建築

物及び省

令第１０

条第１号

イ⑴に規

定する屋

内周囲空

間の年間

熱負荷（

以下「屋

内周囲空

間の年間

熱負荷」

という。）

の算出に

用いるべ

きものと

して国土

交通大臣

が定める

建築物を

用いて評

価する方

法をいう。

第４の部

において

同じ。）

による場

合 

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００

平方メートル未満の

もの 

８７，１００円  

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００

平方メートル以上１，

０００平方メートル

未満のもの 

１１０，７００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１，０

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１４５，７００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が２，０

００平方メートル以

上５，０００平方メ

ートル未満のもの 

２３５，７００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が５，０

００平方メートル以

上１０，０００平方

メートル未満のもの 

３０９，０００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１０，

０００平方メートル

以上２５，０００平

方メートル未満のも

の 

３７１，０００円 

当該非住宅部分の床 ４３５，０００円 
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面積の合計が２５，

０００平方メートル

以上のもの 

    標準入力

法等（実

際の設計

仕様の条

件を基に

算定した

一次エネ

ルギー消

費量及び

屋内周囲

空間の年

間熱負荷

を用いて

評価する

方法をい

う。第４

の部及び

備考第２

項におい

て同じ。）

による場

合 

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００

平方メートル未満の

もの 

２２７，１００円  

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００

平方メートル以上１，

０００平方メートル

未満のもの 

２８４，４００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１，０

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

３６７，１００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が２，０

００平方メートル以

上５，０００平方メ

ートル未満のもの 

５２３，７００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が５，０

００平方メートル以

上１０，０００平方

メートル未満のもの 

６４６，０００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１０，

０００平方メートル

以上２５，０００平

方メートル未満のも

の 

７６３，０００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が２５，

０００平方メートル

以上のもの 

８７１，０００円 

第４ 

建築

物省

エネ

法第

３６

条第

１項

の規

定に

基づ

く建

築物

エネ 

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、次の１及び２に掲 

げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて建築物省エネ法第３６条第２項に 

おいて準用する建築物省エネ法第３５条第２項の規定に基づく申出があった場合に 

おいては、１の建築物について別表第１の９５の２の項に掲げる額（申請に係る計 

画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同 

表の８２の２の項に掲げる額の手数料を、建築基準法第８７条の４に規定する昇降 

機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機１基について同表の９５の４の 

項又は９５の５の項に掲げる額の手数料を加えた額）に相当する額を加えた額） 

変更認定

申請のと

き。 

１ 申請

に併せ

て建築

物省エ 

⑴ 一戸建て住宅 ３，７００円  

⑵ ⑴以

外の建 

イ 住宅

部分 

当該住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル未満のもの 

  ６，９００円  
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ルギ 

ー消 

費性 

能向 

上計 

画の 

変更 

の認 

定の 

申請 

に対 

する 

審査 

ネ法第 

３５条 

第１項 

各号に 

掲げる 

基準に 

適合し 

ている 

ことを 

示す書 

類とし 

て区長 

が定め 

るもの 

が提出 

された 

場合 

築物 当該住宅部分の床面積の合計が

３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

 １５，０００円 

当該住宅部分の床面積の合計が

２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの 

 ３２，０００円 

当該住宅部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以上の

もの 

 ５７，０００円 

 ロ 非住

宅部分 

当該非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートル未満のも

の 

  ６，９００円  

当該非住宅部分の床面積の合計

が３００平方メートル以上１，

０００平方メートル未満のもの 

 １１，８００円 

当該非住宅部分の床面積の合計

が１，０００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満の

もの 

 １９，１００円 

当該非住宅部分の床面積の合計

が２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満の

もの 

 ５６，４００円 

当該非住宅部分の床面積の合計

が５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

のもの 

 ９０，０００円 

当該非住宅部分の床面積の合計

が１０，０００平方メートル以

上２５，０００平方メートル未

満のもの 

１１３，０００円 

 当該非住宅部分の床面積の合計

が２５，０００平方メートル以

上のもの 

１４１，０００円 

 ２ １以

外の場

合 

⑴ 一戸

建て住

宅 

誘導仕様

基準によ

る場合 

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル未満の

もの 

 １４，０００円  

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル以上の

もの 

 １５，０００円 

  誘導仕様

基準以外

による場

合 

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル未満の

もの 

 ２４，２００円  

  当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル以上の 

 ２７，０００円  
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もの 

  ⑵ ⑴以

外の建

築物 

イ 住宅

部分 

誘導仕様

基準によ

る場合 

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル未満のも

の 

２６，０００円  

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル以上２，

０００平方メートル

未満のもの 

 ４６，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が２，００

０平方メートル以上

５，０００平方メー

トル未満のもの 

 ８３，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が５，００

０平方メートル以上

のもの 

１２５，０００円 

    誘導仕様

基準以外

による場

合 

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル未満のも

の 

 ４８，５００円  

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル以上２，

０００平方メートル

未満のもの 

 ８１，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が２，００

０平方メートル以上

５，０００平方メー

トル未満のもの 

１３８，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が５，００

０平方メートル以上

のもの 

１９７，０００円 

   ロ 非住

宅部分 

モデル建

物法によ

る場合 

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００

平方メートル未満の

もの 

 ６１，１００円  

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００ 

平方メートル以上１， 

０００平方メートル

未満のもの 

 ７７，６００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１，０ 

１０２，１００円 
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００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

当該非住宅部分の床

面積の合計が２，０

００平方メートル以

上５，０００平方メ

ートル未満のもの 

１６５，１００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が５，０

００平方メートル以

上１０，０００平方

メートル未満のもの 

２１６，０００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１０，

０００平方メートル

以上２５，０００平

方メートル未満のも

の 

２６０，０００円 

 当該非住宅部分の床

面積の合計が２５，

０００平方メートル

以上のもの 

３０５，０００円 

    標準入力

法等によ

る場合 

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００

平方メートル未満の

もの 

１５９，１００円  

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００ 

平方メートル以上１， 

０００平方メートル

未満のもの 

１９９，２００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１，０

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

２５７，１００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が２，０

００平方メートル以

上５，０００平方メ

ートル未満のもの 

３６６，７００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が５，０

００平方メートル以

上１０，０００平方

メートル未満のもの 

４５３，０００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１０， 

５３５，０００円 
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０００平方メートル

以上２５，０００平

方メートル未満のも

の 

当該非住宅部分の床

面積の合計が２５，

０００平方メートル

以上のもの 

６１０，０００円 

 別表第３第５の部２の款を次のように改める。 

 ２ １以

外の場

合 

⑴ 一戸

建て住

宅 

性能基準

（省令第

１条第１

項第２号

イ⑴及び

同号ロ⑴

に定める

基準をい

う。）に

よる場合 

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル未満の

もの 

３４，４００円   

  

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル以上の

もの 

３８，４００円 

   モデル住

宅法（省

令第１条

第１項第

２号イ⑵

及び同号

ロ⑵に定

める基準

をいう。）

による場

合 

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル未満の

もの 

１７，７００円  

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル以上の

もの 

１９，１００円 

   仕様基準

（省令第

１条第１

項第２号

イ⑶及び

同号ロ⑶

に定める

基準をい

う。以下

同じ。）

又は誘導

仕様基準

による場

合 

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル未満の

もの                                                                            

１７，７００円  

当該一戸建て住宅の床面積の合

計が２００平方メートル以上の

もの 

１９，１００円  

  ⑵ ⑴以

外の建

築物 

イ 住宅

部分 

性能基準

（省令第

１条第１

項第２号

イ⑴及び

同号ロ⑴

又は同項

第３号に

定める基 

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル未満のも

の 

６９，１００円  

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル以上２，

０００平方メートル 

１１６，０００円 
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準をいう。

以下同じ。）

による場

合 

未満のもの 

当該住宅部分の床面

積の合計が２，００

０平方メートル以上

５，０００平方メー

トル未満のもの 

１９６，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が５，００

０平方メートル以上

のもの 

２８１，０００円 

    フロア入

力法（省

令第１条

第１項第

２号イ⑵

及び同号

ロ⑵に定

める基準

をいう。

以下同じ。）

による場

合 

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル未満のも

の 

３３，１００円  

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル以上２，

０００平方メートル

未満のもの 

 ５８，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が２，００

０平方メートル以上

５，０００平方メー

トル未満のもの 

１０４，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が５，００

０平方メートル以上

のもの 

１５７，０００円 

    仕様基準

による場

合 

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル未満のも

の 

 ３３，１００円  

当該住宅部分の床面

積の合計が３００平

方メートル以上２，

０００平方メートル

未満のもの 

 ５８，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が２，００

０平方メートル以上

５，０００平方メー

トル未満のもの 

１０４，０００円 

当該住宅部分の床面

積の合計が５，００

０平方メートル以上

のもの 

１５７，０００円 

   ロ 非住

宅部分 

モデル建

物法によ 

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００ 

 ８７，１００円  
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る場合 平方メートル未満の

もの 

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００ 

平方メートル以上１， 

０００平方メートル

未満のもの 

１１０，７００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１，０

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

１４５，７００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が２，０

００平方メートル以

上５，０００平方メ

ートル未満のもの 

２３５，７００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が５，０

００平方メートル以

上１０，０００平方

メートル未満のもの 

３０９，０００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１０，

０００平方メートル

以上２５，０００平

方メートル未満のも

の 

３７１，０００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が２５，

０００平方メートル

以上のもの 

４３５，０００円 

    標準入力

法等によ

る場合 

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００

平方メートル未満の

もの 

２２７，１００円  

当該非住宅部分の床

面積の合計が３００ 

平方メートル以上１， 

０００平方メートル

未満のもの 

２８４，４００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１，０

００平方メートル以

上２，０００平方メ

ートル未満のもの 

３６７，１００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が２，０ 

５２３，７００円 
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００平方メートル以

上５，０００平方メ

ートル未満のもの 

当該非住宅部分の床

面積の合計が５，０

００平方メートル以

上１０，０００平方

メートル未満のもの 

６４６，０００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が１０，

０００平方メートル

以上２５，０００平

方メートル未満のも

の 

７６３，０００円 

当該非住宅部分の床

面積の合計が２５，

０００平方メートル

以上のもの 

８７１，０００円 

 別表第３備考第６項中「法」を「建築物省エネ法」に改め、同表備考中第７項から

第９項までを削り、第１０項を第７項とし、第１１項から第１３項までを３項ずつ繰

り上げ、第１４項を削り、同表備考第１５項中「建築物エネルギー消費性能向上計画

の認定の申請」の次に「（誘導仕様基準以外による場合に係るものに限る。）」を、

「建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請」の次に「（誘導仕様基準

以外による場合に係るものに限る。）」を、「旨の認定の申請」の次に「（性能基準

又はフロア入力法による場合に係るものに限る。）」を加え、同項を同表備考第１１

項とし、同表備考第１６項中「省令第１条第１項第２号イ⑶及び同号ロ⑶に定める基

準により」を「共同住宅の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請（誘導仕 

様基準による場合に係るものに限る。）を行う場合又は」に改め、「旨の認定の申請」 

の次に「（仕様基準又は誘導仕様基準による場合に係るものに限る。）」を加え、同

項を同表備考第１２項とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

 ⑴ 次号に掲げる改正規定以外の改正規定及び次項から附則第４項までの規定 公

布の日 

 ⑵ 別表第１の１０２の項の次に１項を加える改正規定、同表の１０６の項の次に 
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１項を加える改正規定、同表の１０７の項、１０９の２の項及び１０９の３の項

の改正規定、同項の次に１項を加える改正規定並びに同表の１２１の項、１２２

の２の項、１２３の項及び１２３の２の項の改正規定 令和５年４月１日 

２ この条例による改正後の第３条第３項の規定は、平成３０年３月６日から適用す

る。 

（経過措置） 

３ 令和４年１０月１日において現に都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４

年法律第８４号）第５４条第１項の認定を受け、又は同法第５３条第１項の規定に

よる認定の申請（同法第５５条第１項の規定による変更の認定の申請を含む。）が

なされている低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請については、この条例に

よる改正後の別表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 令和４年１０月１日において現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律（平成２７年法律第５３号）第３５条第１項の認定を受け、又は同法第３４条第

１項の規定による認定の申請（同法第３６条第１項の規定による変更の認定の申請

を含む。）がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請

については、この条例による改正後の別表第３の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 


